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　子どもの悩みや心配事の相談を電
話で受けています。秘密は厳守され
ますので、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210・250）
■相談日時
　月～金曜日　午前８時30分～午後　
　４時30分（土・日曜日、祝祭日、　　
　年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
　２月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民
生活課窓口で開設します。
■開設期日　２月14日（金）、28日（金）
■開設時間　午後５時～６時
　閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時ま
でに電話での申し込みが必要）や印鑑証
明書、住民票が必要な方、町に対する苦
情や意見、要望のある方は、どうぞお気
軽においでください。

　町では、町民の皆さんの行政に対する意
見や要望、また日ごろ生活する上での困り
事など、さまざまな内容の相談を受けるた
めの行政相談と人権相談を行っています。
　２月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　10日（月）
■相談時間　午前10時～午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室

　
町
で
は
人
材
育
成
を
図
る
た
め
、
鶴

田
町
民
の
お
子
さ
ん
が
高
等
学
校
や

高
等
専
門
学
校
、
短
期
大
学
、
大
学

等
に
進
学
す
る
と
き
、
希
望
す
る
方
に

奨
学
金
を
貸
与
し
て
お
り
ま
す
。

　
奨
学
生
は
年
間
を
通
し
て
随
時
募

集
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ

る
方
は
教
育
委
員
会
ま
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
（
所
得
額
等
に
よ
り
貸

与
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
）。

●
貸
与
額

　
月
額
３
万
円
以
内
（
高
等
学
校
は

　
１
万
円
以
内
）

●
利
息

　
無
利
息

●
必
要
書
類

　
奨
学
生
願
書
・
推
薦
調
書
・
合
格　

　
通
知
書
・
所
得
証
明
書
・
納
税
証

　
明
書
・
連
帯
保
証
人
の
印
鑑
証
明

　
書
・
所
得
証
明
書
・
納
税
証
明
書

　
な
ど

■
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
委
員
会　
学
務
総
務
班

　
（
内
線
２
１
４
）

町
の
奨
学
生
を
募
集
し

ま
す

　
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受

け
て
な
い
要
介
護
認
定
高
齢
者
の
方

に
、
申
請
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
等

に
準
ず
る
方
と
し
て
、
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

　
本
人
ま
た
は
扶
養
す
る
親
族
の
方

が
、
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
を
す

る
と
き
に
、
こ
れ
に
よ
り
障
害
者
控

除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
請
の
際
は
、
介
護
保
険
被
保
険

者
証
ま
た
は
身
分
を
確
認
で
き
る
も

の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
方

　
次
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

介
護
保
険
要
介
護
認
定

高
齢
者
の
「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
の

交
付
に
つ
い
て

る
場
合
に
認
定
を
行
い
ま
す
（
障
害

者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
年
の
12
月

31
日
現
在
の
要
介
護
認
定
状
況
に
基

づ
く
）。

○
障
害
者
に
準
ず
る
方
の
認
定
基
準

　
①
要
介
護
１
以
上
に
認
定
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
要
介
護
認
定
資
料
の
主
治

医
意
見
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
障
害

高
齢
者
日
常
自
立
度
が
Ａ
以
上
の
方

　
②
要
介
護
１
以
上
に
認
定
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
要
介
護
認
定
資
料
の
主
治
医

意
見
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
認
知
症
高

齢
者
日
常
自
立
度
が
Ⅱ
以
上
の
方

○
特
別
障
害
者
に
準
ず
る
方
の
認
定

基
準

　
①
要
介
護
４
以
上
に
認
定
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
要
介
護
認
定
資
料
の
主
治

医
意
見
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
障
害

高
齢
者
日
常
自
立
度
が
Ｂ
以
上
の
方

　
②
要
介
護
４
以
上
に
認
定
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
要
介
護
認
定
資
料
の
主
治
医

意
見
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
認
知
症
高

齢
者
日
常
自
立
度
が
Ⅲ
以
上
の
方

■
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
保
険
課　
国
保
介
護
班

　
（
内
線
１
４
１
）

「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ  

 

ひ
ろ
ば
in
つ
が
る
柏
」 
 

開
催
の
お
知
ら
せ

　
青
森
県
警
で
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
い
わ

ゆ
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
被
害
防
止
と

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
　
時
　

　
平
成
26
年
２
月
１
日
（
土
）

　
午
前
10
時
～
午
後
２
時
こ
ろ
ま
で

●
場
　
所

　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
つ
が
る
柏
店
内

　
「
シ
ャ
コ
ち
ゃ
ん
コ
ー
ト
」

●
内
　
容

 

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る　
　

   

パ
ネ
ル
の
展
示

 

・
海
賊
版
ソ
フ
ト
等
の
違
法
物
品
の

   

比
較
展
示

 

・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
被
害
防
止
に
関
す

   

る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
放
映

 

・
地
元
小
学
生
に
よ
る
ネ
ッ
ト
被
害

   

防
止
標
語「
か
つ
お
の
み
そ
し
る
」

   

の
唱
和

 

・
青
森
県
警
察
・
西
北
五
地
区
の
マ

   

ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
撮 

   

影
会

 

・
鑑
識
体
験　
　
　
　
　
　
　

　
な
ど
ど
な
た
で
も
ご
参
加
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
青
森
県
警
察
本
部
保
安
課
サ
イ 

　
バ
ー
犯
罪
対
策
室

   

℡　
０
１
７(

７
２
３)

４
２
１
１
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　【４か月児健康診査】
・月　日　２ 月 ５ 日（ 水 ）　　　
・受　付　午後１時～１時10分
・場　所　鶴遊館　　　　　
・対　象　平成25年９月生
・内　容　小児科診察・離乳食のすす  
　　　　  め方と試食など
　【10か月児健康診査】
・月　日　２ 月 ５ 日（ 水 ）　　　
・受　付　午後１時10分～１時20分
・場　所　鶴遊館　　　　　
・対　象　平成25年３月生
・内　容　小児科診察・予防接種
　　　　  虫歯予防のお話・離乳食の試食　
　【７か月児健康相談】
・月　日　２ 月 ６ 日（ 木 ）
・受　付　午前９時20分～９時30分
・場　所　鶴遊館　　　　　　
・対　象　平成25年６月生
・内　容　育児健康相談・離乳食の作り方　

乳 幼 児
健康診査

　実演・試食など
　※バスタオル・母子手帳を忘れずにお持　
　ちください。また、風邪などの病気の　　
　あるお子さんは次回の健診を受けられ
　ますので、事前に保健師まで連絡して
　ください。
※離乳食試食の際は、赤ちゃん用エプロ　
　ン、おしぼりをお持ちください。

 

県
税
納
税
証
明
書
の

    

交
付
申
請
に
つ
い
て

　
官
公
庁
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
、
建
設
業
許
可
申
請
、
所
得
税
確

定
申
告
、
金
融
機
関
の
融
資
申
込
み

等
の
た
め
、
県
税
（
法
人
県
民
税
・

メディコ来たれ、
（整える）

トリム
（医療）

へ！
　高血圧や糖尿病、脂質異常などの生活習
慣病は「薬を飲んでいれば安心」とか「先
生が治してくれる」と思っていませんか。
先生や薬だけでは限界があります。運動習
慣と食生活でからだは変わっていくのです。
　町では冬期の農閑期に生活習慣病予防の
健康教室「メディコトリム」を開催します。
●講　師
　医師、栄養士、健康運動指導士など（変更
　あり）
●日　程
コース①
１回目 ２月17日（月）午後１時30分～

２回目 ３月３日（月）午後１時30分～
コース②
１回目 ２月17日（月）午後６時00分～
２回目 ３月３日（月）午後６時00分～
※各回約２時間かかる予定です。
※一人１コース（３回）の参加となります。
※申し込みは各コース１回目開催日の一
週間前とします。
●対象者
年齢が74歳までの方で
①健診で高血圧、糖尿病、脂質異常が異
　常値又は軽度異常となった方
②ＢＭＩ（肥満度）が25以上あった方
③高血圧、糖尿病、脂質異常で通院中の　
　方など　
●場　所　国際交流会館ホール
●内　容
１回目 体力測定、講話、食事記録等提出
２回目 健康体操、講話、指導箋発行
３回目 血液検査（鶴田診療所で別に実施）

●申し込み・問い合わせ先
　健康保険課　健康長寿班
　TEL22-2111(内線131,132,133)

安全で円滑な除雪を行うために正しい操作で除雪機を使いましょう
毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を使う際には、次の点に注意して操作しましょう。
　１作業を行う前に、必ず取扱説明書をよく読んで、正しい使い方を理解しましょう。
　２雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを停止し、回転部（オーガ、ブロワ）が完全に停止してから雪かき棒を使って行いましょう。
　３回転部に近づくときは、必ずエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから作業を行いましょう。
　４後進時は、転倒したり、挟まれたりしないよう、足もとや後方の障害物には十分注意しましょう。
　５除雪作業中は、雪を飛ばす方向に、人や車・建物がないことを確認しましょう。また、除雪機の回りには絶対に人を近づけない　
　　ようにしましょう。
　６安全装置が正しく作動しない状態では使用しないようにしましょう。また、安全装置を意図的に解除したり、故障を放置したま　
　　までは使用しないようにしましょう。
●問い合わせ先
　一般社団法人日本農業機械工業会／除雪機安全協議会　TEL 03（3433）0415　Webサイト  http://www.jfmma.or.jp

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税
、

個
人
事
業
税
等
）
の
納
税
額
ま
た
は

未
納
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
が
必

要
な
方
は
、
次
の
書
類
等
を
ご
準
備

く
だ
さ
い
。

○
本
人
申
請
の
場
合

①
申
請
書
（
県
税
部
窓
口
ま
た
は
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

②
納
税
義
務
者
（
法
人
の
場
合
は
代

表
者
）
の
印
章
（
ハ
ン
コ
）

③
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転

免
許
証
、健
康
保
険
被
保
険
者
証
な
ど
。

確
認
書
類
に
よ
っ
て
は
、
２
枚
の
提
示

が
必
要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。）

④
手
数
料
（
青
森
県
収
入
証
紙
１
部

に
つ
き
４
０
０
円
）

○
代
理
人
申
請
の
場
合

前
記
①
②
④
の
ほ
か
、

⑤
委
任
状
（
申
請
書
「
委
任
に
関
す

る
事
項
」欄
使
用
可
。
必
ず
、本
人（
代

表
者
）
が
署
名
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。）

⑥
代
理
人
の
印
章
（
ハ
ン
コ
）
お
よ

び
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転

免
許
証
、健
康
保
険
被
保
険
者
証
な
ど
。

確
認
書
類
に
よ
っ
て
は
、
２
枚
の
提
示

が
必
要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。）

　
納
税
証
明
書
は
、
納
税
者
の
皆
さ

ま
の
大
切
な
情
報
を
証
明
す
る
も
の

で
す
。
窓
口
で
の
確
認
を
厳
正
に
行

っ
て
い
ま
す
の
で
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

　
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部　
納
税　

　
管
理
課   

　
℡　
０
１
７
３

(34)
２
１
１
１

　
（
内
線
２
０
５
）

 
浅
虫
水
族
館
よ
り

 
冬
季
割
引
の
お
知
ら
せ

　
浅
虫
水
族
館
で
は
、
前
日
の
降

雪
量
に
応
じ
て
入
館
料
を
割
り
引

き
し
ま
す
。

●
期
間　
平
成
26
年
１
月
20
日

  （
月
）
～
２
月
28
日
（
金
）

●
内
容　
前
日
の
降
雪
量
で
入
館
料

を
割
引（
10
㎝
降
れ
ば
１
割
引
、

50㎝
降
れ
ば
５
割
引
と
な
り
ま

す
）。

　
降
雪
量
は
気
象
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
公
表
の
青
森
市
街
地
の
デ
ー
タ
を

基
準
と
し
、
前
日
の
「
降
雪
合
計
」

よ
り
割
引
率
を
決
定
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
割
引
は
10
㎝
以
上
か

ら
で
、
下
１
桁
は
切
り
捨
て
ま
す
。

　
団
体
割
引
で
の
入
館
、
年
間
パ

ス
ポ
ー
ト
の
購
入
等
他
の
割
引
と

の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
先

   

青
森
県
営
浅
虫
水
族
館　

　

 

℡　
０
１
７
（
７
５
２
）
３
３
７
７


